
令 和 ５ 年 ５ 月 １ ９ 日 
高知河川国道事務所 

 
 

物部川流域・仁淀川流域・高知海岸 

防災・減災に係る取組を推進！ 
～水防連絡会、大規模氾濫に関する減災対策協議会を合同開催～ 

 

 

 

 

この取組は、四国圏広域地方計画【No.1 南海トラフ地震を始めとする大規模自然災害等への

「支国」防災力向上プロジェクト】の取組に該当します。 
 

 

≪問い合わせ先≫ ◎:主たる問い合わせ先 

国土交通省 四国地方整備局 高知河川国道事務所 TEL:088-832-0779(調査課直通) 

副  所  長   壬生 恵庫 （内線：731204） 

◎調 査 課 長   藤坂 昌史 （内線：731351） 

 

 

○気候変動による水災害リスクの増大に備えるため、防災、減災に関する下記の３つ

の会議を合同開催し、今後実施する取組について協議します。 

○今回の会議では、いの町加田地区の築堤に伴う仁淀川における氾濫危険水位及び避

難判断水位の変更等の水防に関する連絡事項について、国・県・関係自治体で共有を

図ります。 

 

 

＜３会議合同開催＞ 

 

■仁淀川・物部川・高知海岸水防連絡会 

■第８回 物部川大規模氾濫に関する減災対策協議会 

■第８回 仁淀川大規模氾濫に関する減災対策協議会 

 

日  時：令和５年５月２６日（金）１４：００～１６：００ 

 

場  所：高知河川国道事務所 ４階会議室 

     ※WEB 併用 

 

取  材：取材を希望される方は下記の問い合わせ先までご連絡ください。 



仁淀川・物部川・高知海岸水防連絡会 

第 8回 物部川大規模氾濫に関する減災対策協議会 

第 8回 仁淀川大規模氾濫に関する減災対策協議会 

 

日時：令和５年５月２６日（金）14:00～16:00 

場所：高知河川国道事務所（WEB 併用） 

 

議 事 次 第 

 

１．  挨拶  

 

２． 議事 

（１）規約の改定について 

      （２）水防に関する情報について 

      １）重要水防箇所の追加について 

      ２）洪水予報の発表基準水位の変更（仁淀川／伊野水位観測所） 

 ３）水位観測所、河川管理用カメラ等の位置情報等の情報提供 

 ４）氾濫開始相当水位（危機管理型水位計）について 

 ５）流域タイムラインの作成 

 ６）その他情報提供 

    （３）「水防災意識社会再構築ビジョン」について 

１）「水防災意識社会再構築ビジョン」第２期（令和３年度～ 

令和７年度）取組方針 

 

３． その他 

（１）一般社団法人河川情報センターより話題提供 



仁淀川・ 物部川・ 高知海岸水防連絡会

＜委員名簿＞

高知河川国道事務所長

高知地方気象台長

高知県河川課長

高知県港湾・海岸課長

高知県中央東土木事務所長

高知県高知土木事務所長

高知県中央西土木事務所長

高知市長

南国市長

土佐市長

香南市長 

香美市長

いの町長

日高村長



物部川大規模氾濫に関する減災対策協議会 構成 

四国地方整備局 高知河川国道事務所長 

国土地理院 四国地方測量部 四国地方測量部長 

気象庁 高知地方気象台長 

高知県 土木部長 

高知県 危機管理部長 

高知市長 

南国市長 

香南市長 

香美市長 



仁淀川大規模氾濫に関する減災対策協議会 構成 

四国地方整備局 高知河川国道事務所長 

四国地方整備局 大渡ダム管理所長 

国土地理院 四国地方測量部 四国地方測量部長 

気象庁 高知地方気象台長 

高知県 土木部長 

高知県 危機管理部長 

高知市長 

土佐市長 

いの町長 

佐川町長 

日高村長 


